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標題 
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危険物以外の危険物積載について 
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インフォメーション 

    
  No. TEC-0839 
  発行日 2010 年 12 月 20 日

各位 

IMO 第 85 回海上安全委員会（MSC85）において、改正 SOLAS 条約付属書 II-2 章の改正が決議

MSC.269(85)として採択されました。本決議では、ばら積み固体危険物以外の危険物に対し、危険

物の分類に応じ防火及び消火に関する追加要件を定める Table19.3 について、添付 1.の通り改めら

れましたのでお知らせ致します。(斜字部分が変更点となります。) 
 
現存船に対し、2011 年 1 月 1 日以降の最初の定期検査までに、改正規則の要件に適合する必要が

あります。従いまして、危険物運搬船適合証書が書換となりますので、2011 年 1 月 1 日以降の最初

の定期検査時に、添付 1.の表をご参照の上、添付 2.の申請書を検査申請書と共に提出いただきま

すようお願い致します。 
 
適用に関する詳細につきましては、以下をご参照下さい。 
 
「以下の梱包された危険物を運送する船舶にあっては、2011 年 1 月 1 日以降の最初の定期検査ま

でに、table 19.1 及び table19.3 の規定に従い、Regulation 19.3 の規定に適合していることを、検査に

より確認を受ける。ただし、Class6.2 及び 7 の危険物、限られた量の危険物を運送する場合は、この

限りでない。 
 
1. 1984 年 9 月 1 日から 2010 年 12 月 31 日の間に建造開始段階にあった総トン数 500 トン以上の

貨物船及び旅客船 
 
2. 1992 年 2 月 1 日から 2010 年 12 月 31 日の間に建造開始段階にあった総トン数 500 トン未満の

貨物船 
 
ただし、以下に従うものとする。 
 
3. 1984 年 9 月 1 日から 1986 年 6 月 30 日の間に建造開始段階にあった総トン数 500 トン以上の

貨物船及び旅客船にあっては、決議 MSC.1(XLV)として採択された Regulation 54.2.3 に適合し

ている場合、Regulation 19.3.3 の要件に適合する必要はない。 
 
 
 
 
 

（次頁に続く） 
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4. 1986 年 7 月 1 日から 1992 年 1 月 31 日の間に建造開始段階にあった総トン数 500 トン以上の

貨物船及び旅客船にあっては、決議 MSC.6(48)として採択された Regulation 54.2.3 に適合して

いる場合、Regulation 19.3.3 の要件に適合する必要はない。 
 
5. 1984 年 9 月 1 日から 1998 年 6 月 30 日の間に建造開始段階にあった総トン数 500 トン以上の

貨物船及び旅客船にあっては、Regulation 19.3.10.1 及び 19.3.10.2 の要件に適合する必要はな

い。 
 
6. 1992 年 2 月 1 日から 1998 年 6 月 30 日の間に建造開始段階にあった総トン数 500 トン未満の

貨物船及び旅客船にあっては、Regulation 19.3.10.1 及び 19.3.10.2 の要件に適合する必要はな

い。」 
 
 
なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 
 
財団法人 日本海事協会 （ClassNK） 
本部 管理センター 材料艤装部 
住所: 東京都千代田区紀尾井町 4-7（郵便番号 102-8567） 
Tel.: 03-5226-2020 
Fax: 03-5226-2057 
E-mail: eqd@classnk.or.jp 

添付: 

1. Table 19.3 Application of the requirements to different classes of dangerous goods except solid 
dangerous goods in bulk 

2. 申請書フォーム 
 
 



 

 
Table 19.3 Application of the requirements to different classes of dangerous goods 

except solid dangerous goods in bulk 
 

Class

 
 

 
Regulation 19 

1.
1 

to
 1

.6
 

1.
4S

 

2.
1 

2.
2 

2.
3 

fl
am

m
ab

le
20

 

2.
3 

no
n-

fl
am

m
ab

le
 

3 
F

P
15

<
23

℃
 

3 
F

P15
≧

23
℃

 t
o 

≦
60
℃

 

4.
1 

4.
2 

4.
3 

li
qu

id
s21

 

4.
3 

so
li

ds
 

5.
1 

5.
2 

16
 

6.
1 

li
qu

id
s 

F
P15

 <
 2

3℃
 

6.
1 

li
qu

id
s 

F
P15

≧
23
℃

 t
o 

≦
60
℃

 

6.
1 

li
qu

id
s 

 

6.
1 

so
li

ds
 

8 
li

qu
id

s 
F

P
15

 <
 2

3℃
 

8 
li

qu
id

s 
F

P
15
≧

23
℃

 t
o 

≦
60
℃

 

8 
li

qu
id

s 

8 
so

li
ds

 

9 

3.1.1 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

3.1.2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - 

3.1.3 X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

3.1.4 X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

3.2 X - X - X - X - - - X18 - - - X - - - X - - - X17 

3.3 X X X X - X X X X X X X X - X X X X X X X X - 

3.4.1 - - X - - X X - X11 X11 X X X11 - X X - X11 X X - - X11 

3.4.2 - - X - - - X - - - - - - - X - - - X - - - X17 

3.5 - - - - - - X - - - - - - - X X X - X X19 X19 - - 

3.6 - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X14 

3.7 - - - - - - X X X X X X X - X X - - X X - - - 

3.8 X12 - X X X X X X X X X X X13 X X X - - X X - - - 

3.9 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

3.10.1 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

3.10.2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
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11  When “mechanically-ventilated spaces” are required by the IMDG Code. 

12  Stow 3 m horizontally away from the machinery space boundaries in all cases. 

13  Refer to the IMDG Code. 

14  As appropriate for the goods to be carried. 

15  FP means flashpoint. 

16  Under the provisions of the IMDG Code, stowage of class 5.2 dangerous goods under deck or in enclosed 

ro-ro spaces is prohibited. 

17  Only applicable to dangerous goods evolving flammable vapour listed in the IMDG Code. 

18  Only applicable to dangerous goods having a flashpoint less than 23℃ listed in the IMDG Code. 

19  Only applicable to dangerous goods having a subsidiary risk class 6.1. 

20  Under the provisions of the IMDG Code, stowage of class 2.3 having subsidiary risk class 2.1 under deck or 

in enclosed ro-ro spaces is prohibited. 

21  Under the provisions of the IMDG Code, stowage of class 4.3 liquids having a flashpoint less than 23℃ 

under deck or in enclosed ro-ro spaces is prohibited. 

 
 
 
 



                                                                      製造後船級登録検査等申込書 

様式 3A(J)-3 (200911.121 改正) 
 

 

建造者名        建造番号        

 

危険物運送の主要目 ※日本籍船の場合、検査のみ行います。 

積載場所  貨物倉 番号：             その他：      固体ばら積み 
危険物 

危険物の 
クラス 

(1)…関連の要

件に適合する

上で特定貨物

の積載を制限

する場合、ご記

入ください。 

 4.1   4.2   4.3   5.1   6.1   8   9 

 特定貨物の積載制限(1)：      
 

積載場所  暴露甲板  貨物倉 番号：           その他：      固体ばら積み 
危険物以外 

危険物の 
クラス 

(1)…関連の要

件に適合する

上で特定貨物

の積載を制限

する場合、ご記

入ください。 

 1.1-1.6  1.4S   2.1  2.2  2.3（ （可燃性） （非可燃性）） 
 3 (すべて) 
 3 (液体：引火点（C） 23 以下  23 超 60 以下） 
 4.1  4 .2  4.3 ( 液体  固体)  5.1  5.2 
 6.1（すべて） 
 6.1（液体：引火点（C） 23 以下  23 超 60 以下  60 超  固体 ）
 8 （すべて） 
 8 （液体：引火点（C） 23 以下  23 超 60 以下  60 超  固体 ） 
 9 
 特定貨物の積載制限(1)：      
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